
【就学支援金の申請について】 

 

高等学校等就学支援金の申請書類をお渡しします。同封の用紙に必要事項を記入し、

この封筒に入れて６月１日(月)までに提出してください。 

  

・生徒本人が日本国籍の場合 

意志確認書および受給資格申請書を提出してください。 

添付書類は不要です。（個人番号カードの写しの添付は不要） 

 

・生徒本人が日本国籍以外の場合   

意志確認書、受給資格申請書および在留資格の確認できる書類を提出してください。 

➡在留カードの写し（コピー）または在留資格が記載されている住民票の写し(原本)  

 

記入例および新制度に関するリーフレットを、本校ホームページに掲示しましたので 

ご確認ください。 
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